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⑤ 会社法第2条第2号54に規定する外国会社に該当しないこと。 

⑥ 宮城県から物品調達等に係る競争入札の参加資格制限要領（平成9年11月1

日施行）に基づく資格制限又は宮城県建設工事入札参加登録業者等指名停

止要領（昭和60年7月8日施行）に基づく指名停止を受けていない者である

こと。 

⑦ 県が発注した「平成29年度みやぎ型管理運営方式導入可能性等調査業務」

を受託した株式会社日本総合研究所又はこれらの者と資本面若しくは人事

面等において一定の関連のある者55でないこと。 

⑧ 県が発注した「みやぎ型管理運営方式公共施設等運営権設定支援業務（以

下「アドバイザリー業務」という。）」受託者及びアドバイザリー業務にお

いて業務協力関係にある者でないこと，又はこれらの者と資本面若しくは

人事面等において一定の関連のある者でないこと。アドバイザリー業務受

託者及び業務協力関係にある者は以下のとおりである。 

有限責任あずさ監査法人 

株式会社 KPMG FAS 

KPMG 税理士法人 

ベーカー＆マッケンジー法律事務所（外国法共同事業） 

株式会社東京設計事務所 

⑨ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第

77号）第2条第2号に規定する暴力団をいう。），暴力団員等（同条第6号に規

定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過

しない者をいう。以下同じ。）及び暴力団員等と密接な関係を有する者並び

にこれらの者のいずれかが役員等（無限責任社員，取締役，執行役若しく

は監査役又はこれらに準じるべき者，支配人及び清算人をいう。以下同

じ。）となっている法人その他の団体に該当しない者であること。 

⑩ 本県の知事，副知事，委員会の委員（教育委員会にあっては，教育長及び

委員）若しくは委員又は宮城県水道用水供給事業，工業用水道事業及び流

域下水道事業管理者が役員等となっている法人（主として本県の公共施設

等運営権者の業務，本県の指定管理者の業務又は本県の請負の業務を行う

こととなるものに限り，本県が資本金，基本金その他これらに準じるもの

の２分の１以上を出資している法人を除く。）に該当しない者であること。 

⑪ 上記⑦から⑩までに定める者を本事業の応募に関連するアドバイザーに起

用していないこと。 

                                                   
54 外国会社 外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であって，会社と同種のも

の又は会社に類似するものをいう。 
55 「資金面若しくは人事面等において一定の関連のある者」とは，会社法第 2条第 3 号又は第 4号

に規定する親会社・子会社の関係がある場合をいう。 
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2.4.3 応募企業又はコンソーシアム構成員に求められる実績要件 

応募企業又はコンソーシアム構成員は，次に掲げる実績要件を満たす必要がある。 

応募企業は，次のいずれも満たすこと。コンソーシアムにあっては，①を満たす

コンソーシアム構成員及び②を満たすコンソーシアム構成員から構成されている

こと。なお，①を満たすコンソーシアム構成員と②を満たすコンソーシアム構成員

が同一企業であることは妨げない。 

① 平成22年度以降，水道事業において，処理能力日量2.5万立法メートル以上

の急速ろ過方式の浄水場施設における運転管理業務を元請として行った実

績を同一施設で連続して3年以上有していること。 

② 平成22年度以降，下水道事業において，処理能力日量10万立法メートル以

上の標準活性汚泥法と同等以上の処理能力を有する終末処理場における水

処理施設の維持管理業務を元請として行った実績を同一施設で連続して3年

以上有していること。 

 

2.4.4 応募企業又は代表企業に求められる要件 

応募企業又は代表企業の要件には，参加表明書及び参加資格確認申請書提出の日

における資本金の最低金額を定める予定としている。詳細は募集要項で公表する。 

 

2.5 優先交渉権者選定後の手続 

 
2.5.1 基本協定の締結 

優先交渉権者は，基本協定書（案）に基づいて，県と速やかに基本協定を締結し

なければならない。 

優先交渉権者と速やかに基本協定が締結されない場合，又は基本協定の締結後に

実施契約の締結に至らないことが明らかとなった場合には，県は審査で決定された

順位に従って，次点交渉権者を優先交渉権者として，改めて基本協定の締結以降の

手続を行うことができる。なお，県は，基本協定書（案）の修正には，原則として

応じない。 

 

2.5.2 ＳＰＣの設立 

優先交渉権者は，基本協定の締結後，特別目的会社（以下「ＳＰＣ」という。）と

して，会社法に規定する株式会社を宮城県内に速やかに設立しなければならない。

なお，本事業期間中はＳＰＣの本社所在地を宮城県外に移転させないものとする。 

 


